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地方分権改革推進に関する決議

――― 地方自治の確立と地方交付税の充実強化 ―――

第二期地方分権改革が本格的にスタートした。
地方分権改革の目標は 「国が決めて地方が従う」という中央集、
権システムからの転換を図ることで、高齢者や障害者の福祉、子育
てや教育、まちづくりなど、人々の暮らしを支える公共サービスに関
する地方の役割をより拡大し、住民が安全・安心に暮らせる豊かな社
会を実現することにある。
同時に、文化、産業などの面で地域の個性を活かした多様性と創
造性にあふれた社会を実現することにある。
今、多くの地方で高齢化と人口減少が同時進行するなどにより、
地域間の格差が拡大している。今後は、地域力を活かして地域を活性
化させ、国全体が活力を持つ日本をつくっていくべきである。

このため 「地方にできることは地方が担う 「自己決定・自己、 」、
責任 「地方の自立（律）と連帯 「国と地方の二重行政の解消」」、 」、
の４つを基本原則として、第二期地方分権改革を強力に推進すべき
である。

また、地方交付税は地方固有の財源であり、国の財政再建のた
めの一方的な削減は断じてあってはならない。昨年の「基本方針
２００６」に示されたとおり、地方交付税の現行法定率を堅持し、
地方自治体の安定的財政運営に必要な地方交付税の総額を確保す
ることを強く求める。

我々は、以下の事項の実現を強く要請し、地方自治確立に向け一
致団結し、改革を力強く推進していくことを決議する。

１ 第二期地方分権改革の推進

（１）消費税等の税源移譲などによる地方税源の充実強化

自立した地域をつくるためには、国から地方への税源移

譲等により、地方の財政基盤を確立することが不可欠であ

り、 とすること。国税と地方税の税源配分をまずは５：５

その際、税源移譲などによる偏在性の少ない地方税体系の

構築を行うこと。
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（２）国と地方の役割分担の見直しと一体的に権限・事務・財源

を移譲

国「地方にできることは地方が担う」という原則の下、

と地方の役割分担を見直し、一体的に権限・事務・財源の移

を進めること。譲

（３）国と地方の二重行政の解消等による行政の簡素化

国と地方の二重行国の地方支分部局の廃止・縮小による

政の解消、国による過剰関与・義務付け・枠付けの廃止・

によって国・地方を通じた行縮小、国庫補助負担金の削減

政の簡素化を推進すること。

（４）自治体の自立(律)と連帯を進める「地方共有税」の導入

国の特別会計に直接繰り入れ等を行「地方交付税」を

う し、地方固有の共有財源である「地方共有税」に変更

ことを明確にすること。

（５ 「 仮）地方行財政会議」の法律による設置）（

地方に関わる事項についての政府の政策立案及び執行に

地方の意見が関して、政府と地方の代表者等が協議を行い、

反映されるよう「 仮）地方行財政会議」を法律により設置（

すること。

２ 地方交付税の総額確保と機能堅持

国の財政再建のための一方的な地方交付税の削減は断じて

あってはならない。昨年の「基本方針２００６」において示

現行法定率を堅持し、地方自治されたとおり、地方交付税の

すると体の安定的財政運営に必要な地方交付税の総額を確保

ともに地方の財政需要を適切に反映するよう財源調整・財源

保障の両機能を堅持すること。
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３ 地方税源の充実強化と偏在是正

近年、権限、ひと、仕事、情報、カネなどが中央に集中する

一方で、多くの地方では、高齢化と人口減少が同時進行し、地

域間の格差は拡大している。

このため、地方の活力なくして国の発展はないという見地か

ら、国税と地方税の税源配分をまずは５：５とする地方税源の充

税源の偏在性が少なく、税収の安実強化が必要である。その場合、

定性を備えた地方税体系を構築 地方することが必要であり、まず

に最優先で取り組むこと。消費税の充実

あわせて、地方税の応益負担や負担分任の原則、税源涵養インセ

ンティブの確保等に配慮しつつ、税源偏在の是正のため次のような

課題について、検討を進めていくこと。

①国税と地方税との税体系のあり方 ②地方交付税原資とし

ての税目のあり方 ③地方法人課税における分割基準のあり方

④地方消費税の清算基準のあり方

「ふるさと納税制度」については、上記に掲げた税源偏在是正

のための課題の検討と一体的に議論すべきであること。
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